
令和３年度 高野口町青少年健全育成会総会次第 

                                                          

 １ 開会のことば        

 ２ 会 長 挨 拶             無  

 ３ 来 賓 挨 拶          無 

 ４ 議 長 選 出          無 

 ５ 議 事        

     (1) 令和２年度事業報告       

     (2)  令和２年度収支決算報告及び会計監査報告 

     (3) 令和３年度事業計画（案）    

     (4) 令和３年度収支予算（案）  

     (5)  令和３・４年度役員及び部会長（案） 

    （6）  高野口町青少年健全育成会規約     

 ６ 議 長 解 任        

 ７ 連 絡 事 項              書面表決（書面審議）のため無し 

 ８ 閉 会 挨 拶        

 

 

□ 令和３年度総会も、新型コロナウイルスの感染防止の観点から、書面表決の形とさせ

て頂きます。同封のハガキに記載しました議案（１）～（５）の賛 否につきまして、ど

ちらかに○をつけて頂き、６月１６日（水）までに投函頂 きますようお願い致します。 

□ 議案の「賛成」「反対」両方に○がある場合、また両方に○がない場合は、そ の議

案に賛成とみなせて頂きます。 

□ 投函頂いた書面表決書で、各議案の賛成が過半数以上である場合、可決とさせて頂き

ます。 

□ 書面表決の結果につきましては、基本的に後日の各部会時に報告させて頂き ます。 

 

 

 

令和３年度高野口町青少年健全育成会総会 表決結果 

  最終パージ 令和３年度の各議案は全て可決されました。 



 

 

令和２年度 事 業 報 告 
令和２年度協力会員 計８１名 

 １、活動部会 

    ○『元気』標語の募集  

   ・７月２０日～８月３１日。（小学５年生の部８８名、６年生の部８８名、中学生

１年生の部７１名、中学２年生の部７７名、一般の部５８点、応募人数３８２名、

内２１点入選。） 

    表彰式＝１２月６日。高野口地区公民館。入選作品は高野口地区内にプレート掲

示する。 

    ○ちびっこ広場の開催  

   ・（本年度中止） 

  ○凧づくりと凧揚げ会 

   ・各校での凧づくりと凧揚げを、時間内におさめるための諸準備に３日。 

   ・高野口小―１月１４日（２年生４８名対象）、応其小―１月１９日（３年生４９

名対象）、きのかわ支援学校―１月２１日（５年生１３名対象）。 

  ○部会４回開催。 

 

２、環境部会 

    ○田原川周辺の美化活動 ・（本年度中止） 

  ○ＪＲ高野口駅の美化活動 ・（本年度中止） 

    ○環境パトロ－ル 

     ・７月２２日 環境パトロール実施のための配付ティッシュのチラシ入れ。1,000枚。 

   ・８月１日 ス－パ－、量販店６店舗の巡回と非行防止協力依頼（部会理事と育成会

役員１０名、 かつらぎ警察署員１名、青少年センター職員１名参加。） 

  ○各校との花植交流会のための花苗、土、プランターの購入等 

   ・１１月１１日 パンジ－苗を紀北農芸高校で４５０株、森田農園で４００株購入。 

    プランター４１は事前に人権啓発委員会で購入、土１３１は量販店で配達をお願い

する。 

   （経費は、高野口人権啓発推進委員会、高野口共育コミュニティ、育成会で出し合

う。）     

  ○花植え交流会（町内各地域の人権啓発推進委員さんと高野口共育コミュニティとの



合同実施） 

   ・１１月１１日―高野口中（生徒４０名、関係者１４名）。１１月１６日―高野口

小（児童３２名、関係者１０名）。１１月１７日―応其小（児童１８名、関係者

２５名）。１１月２４日―きのかわ支援学校（４・５・６年生３５名、関係者１

１名）で児童生徒と共に花植交流を実施する。 

    ○校区内クリ－ン作戦 

   ・１月１３日―高野口中（２年生７７名、教員６名、育成会と都市整備課職員１３

名）。２月１６日―応其小（６年生５６名、教員４名、育成会８名）。２月１８

日―高野口小（５・６年    生６８名、教員５名、育成会８名）で実施する。 

    

  ○部会３回開催。 

 

３、家庭部会 

    ○朝の声かけ挨拶運動の実施１３日間  

      ・８月１３日 4,000個のポケットティッシュに、感謝標語チラシの差し入れ作業。 

 ・９月～１１月 毎水曜日７時４０分～８時５０分。高野口こども園、応其こども園、

香久の実保育園、高野口小、応其小、高野口中、伊都中央高校の校門・通用門等で実

施。（きのかわ支援学校は本年度中止、各小中高は７時４０分～８時２０分、各園は

８時１５分～８時５０分。） 

  （協力者＝家庭部会員、民生児童委員、更生保護女性会、各校関係者、合計９１名。） 

    ○教育講演会の開催（高野口地区共育コミュニティとの共催） 

   ・１０月１日 応其小学校体育館（９４名参加）。 

     （講師）大阪大学名誉教授 小野田 正利 先生 

    （演題）「地域・学校・保護者が手を取り合いながら子どもの安心・安全を守る」  

    ○部会２回開催。 

 

４、ＣＰ部会 

    ○見守り活動の実施  

   ・７地域での月～金曜日、登下校時間帯の小中学生の見守りと、任意でのパトロ－

ル（配達、散歩等）活動。（５月２０日現在の見守りボランティア登録者は１３

５名） 

    ○防犯啓発パトロ－ル  

   ・戎祭り、桜祭り。（本年度中止） 



    ○各校児童との対面交流会  

   ・見守り活動メンバ－と児童との顔合わせ。（本年度中止） 

    ○部会２回開催。 

 

５、広報部会 

    ○高野口町青少年健全育成会広報紙「ゆうき」の作成と町内全戸配付（１０月、３月）。 

   ・原稿依頼、編集、各自治会への配布作業を行う。（配付部数は１０月、３月とも

7,000部） 

    ○広報活動  

   ・高野口町青少年健全育成会ホームページでの広報。 

   ・教育講演会への参加呼びかけ（町内各店舗等に開催チラシの掲示）。 

    ○『元気』標語入選作品の掲示 

   ・ＪＲ高野口駅、高野口地区公民館及び各小学校に、入選全２１点の標語を掲示。 

    ○部会２回開催。 

 

６、役員会 

    ○役員会毎月１回の開催。理事会１回開催。 

    ○ボランティア保険のとりまとめ。各種依頼状の送付。各種報告書の作成。総会資料

の作成。 

    ○高野口町内各小学校の入学式・卒業式に参列、運動会にも出席。（本年度非参加） 

  ○橋本市青少年育成市民会議及び社会教育認定団体の会議に出席。 

   ○橋本市青少年育成市民会議会長表彰 候補者推薦。（内定済） 

   令和３年度 （功労賞個人）中西 実、岡 清司、楠村三郎、貴志光子、 

                藤田昌夫、南井ゆかり。敬称略（計６名） 

         （奨励賞個人）堀川和子、
たかや
高 家千津子、辻脇 

ひとし
均 。敬称略（計３） 

    ○盆及び年末の事務所内外の清掃。 

 

 

 

 

 



 

 

朝の声かけあいさつ運動 

     香久の実保育園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高野口中学校 

         伊都中央高等学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 野 口 小 学 校 ・       

            応其小学校 



 

 

 

教育講演会                       花上交流会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              たこ作り・凧揚げ講習会 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

               通学路クリーン作戦 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和２年度 会 計 監 査 報 告 

 

    令和３年５月２７日（木）に高野口町青少年健全育成会事務所にて、 

   令和２年度の会計帳簿及び関係書類の監査を行いました。           

   会計帳簿は正確に記載されており、証拠書類等の保管も適切になさ       

    れていたことを認め、ここに報告いたします。 

 

          令和３年６月４日                                 

                   監 事  寺 尾 恵 二    印  

 

                   監 事  加 藤 儀 夫    印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        令和３年度 事業計画（案）                

 

１ 基本方針 

   次の時代を担う青少年が、心身ともに健全に育つことは、社会全体の願いでありま

す。 

    しかし、現在の青少年を取り巻く環境や状況は、多様化する生活様式や科学技術の進

歩による、通信機器やインタ－ネットがもたらす問題、また、有害情報の氾濫、青少

年犯  罪の低年齢化や凶悪化、少年少女を狙った犯罪など、社会問題となっている

事案は少なくありません。 

   そのような中、私たち大人ができることを通じて、青少年との交流等を図り、「地

域の子どもは地域で育てる。」という意識を高め、健全な成長を支援していくという

ことが大事なことであると考えます。 

   高野口町青少年健全育成会は、関係機関、関係団体との連携のもと、青少年の社会

参  加活動や体験活動、防犯活動やふれ合い活動、地域や家庭の教育力を高めるための

取り  組み等に努め、青少年の健全な成長の一役を担うということを目的としています。 

   このための重点目標として、次の８項目を掲げて取り組んでいきます。 

２ 重点目標  

   (1) 青少年健全育成会５部会の組織強化に努める。 

   (2) 非行防止や生活環境の浄化推進に努める。 

   (3) 世代間交流や体験活動の場の提供に努める。 

   (4) こども見守り活動の推進に努める。 

   (5) 家庭や地域の教育力向上に努める。 

   (6) 広報活動の充実に努める。 

   (7) 橋本市こどもスマホ宣言に添った取り組みに努める。    

  (8) 健全育成会への加入促進に努める。 

 

 

 

 

 

 

 



 

３ 高野口町青少年健全育成会組織 

 

 

総  会  

 

 

 

 

  

 相談役     役 員 会 

 

 

 理 事 会 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 各部会の活動内容                                                      

 

 （１）活動部会 「多様な生活体験と健やかな成長」をテーマに、豊かな心や体、また、 

                  健全な想像力や連帯感を育てる。 

                  ① 子ども達が多様な経験や体験ができるような活動を推進する。 

                  ② 「ちびっこ広場事業」等を開催し、子ども達が主体的に活動でき 

           る場を提供する。 

                  ③ 子ども達が健やかに育つための標語募集を行い、地域全体の子育 

           てに関する意識を高める。 

 

 （２）環境部会 「健全な環境コミュニケーションづくり」を柱に、奉仕の心や公共の美 

         化意識も併せて育てる。 

                  ① ゲームセンター、量販店、コンビニ、カラオケボックス店、また、 

          不良図書の見回りにより、青少年の適切な環境づくりに努める。 

                  ② ボランティア活動や環境美化の意識向上につながる機会を提供す 

           る。 

                  ③ 町内の事業者の協力のもと、少年を守る連携活動を推進する。 

 

 （３）家庭部会  家庭や地域の育成力を高める取り組みを行う。 

                  ① 家庭や地域の育成力を高めるための講演会を開催する。 

                  ② 各関係団体と協力しながら、「声かけあいさつ運動」を実施し、大 

 

活
動
部
会 

 

環
境
部
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家
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Ｐ
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報
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           人と子どもの人間関係や信頼関係を深める。 

 

 （４）ＣＰ部会  「子どもを事故や不審者から守る」を目標に、将来を担う子ども達の 

         安全な地域生活を培う取り組みを行う。   

                  ① 子ども達の登下校時の見守り活動を柱に、地域全体での子ども見守 

          り意識を高めていく。 

                  ② 見守り活動時には、あいさつ等の声かけを行う。  

                  ③ 桜祭り、戎祭り開催時における防犯パトロール活動を行う。 

 

 （５）広報部会  青少年の健全育成に関わる各種広報活動を行う。 

                  ① 青少年健全育成のための広報紙等を各自治会にお願いし配付する。 

          また、育成に関する記事を公民館だよりに掲載していく。 

                  ② 青少年育成に関する各事業への参画を呼びかける。 

                  ③ 広く啓発活動を展開するため、ホームページの充実と関係団体や 

           関係機関との連携を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



和３・４年度 高野口町青少年健全育成会役員及び部会長 

 

役職名 氏   名 備   考 

相 談 役 辻 本   勉  伊都地方青少年育成県民運動推進委員会会長 

相 談 役 伏 原 淳 良 
 前高野口町青少年健全育成会会長 

相 談 役 坂 口   卓  前高野口町青少年健全育成会副会長 

 

役職名 氏  名 

   会    長    赤 井 正 憲 

   副  会  長      井 上 百合子 

   副  会  長      大和久 健 二 

   副  会  長      井 澤   清 

   事務局長            前 田 泰 久  

   事務局次長      井 本 正 和 

   会   計      神 原 秀 代 

   監   査      寺 尾 恵 二 

   監   査      加 藤 儀 夫 

 

各部会 部 会 長 名 

活 動 部 会    井 上 百合子 

環 境 部 会      松 岡 街 子 

家 庭 部 会      北 浦 健 司 

Ｃ Ｐ 部 会      大和久 健 二 

広 報 部 会      野 田 幹 也 

 

 

 

 



高野口町青少年健全育成会規約  

 

 

第 １ 章  総     則 

 （名  称）                                      

第 １条 この会は、高野口町青少年健全育成会と称する 。 

  

 

第 ２ 章 目的および活動 

 （目  的） 

第 ２条 この会は、青少年問題の重要性にかんがみ、関係機関および各種関係団体が緊密な協力を保

ち、町民の総意を結集し、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。 

 （活  動） 

第 ３条 この会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。 

 （１）青少年に、誇りと責任について自覚を高めるための活動。 

 （２）健全な青少年団体およびグループ活動の育成と、すべての青少年がこれに参加することを奨励

するための活動。 

 （３）文化・体育およびレクリエーションを奨励するための活動。 

 （４）青少年のための施設の整備を促進し、その効果的な利用を図るための活動。 

 （５）家庭教育・学校教育・社会教育の連携を緊密にするための活動。 

 （６）家庭を健全にするための活動。 

 （７）青少年の非行防止および事故防止のための活動。 

 （８）町内の環境浄化を図るための活動。 

 （９）青少年の健全育成のための活動。 

 （10）児童・生徒の登下校時の見守り活動及び防犯パトロール。 

  (11）地域安全安心ステ－ション推進事業への参画。 

 （12）きのくに地域（高野口）共育コミニティ推進事業へ参画。 

 (13) その他この目的を達成するための活動。   

  

 

第 ３ 章  組織および機関 

 （会  員）                 

第 ４条 この会は、会の趣旨に賛同する個人および団体、 

    自治会長（以下「会員」という）をもって構成する。 



    

（会  議）                 

第 ５条  この会に、次の会議を置く 

        （１）総会 

         （２）理事会 

          （３）役員・役員部長会 

         （４）各部会 

      

（総  会）    

第 ６条  総会は、役員・各団体・自治会長からなる代議員をもって構成し、 

    毎年１回以上会長が招集し、次の事項を報告し、承認を求めるもの 

    とする。 

       （１）事業報告および決算 

           （２）事業計画および予算 

           （３）その他、役員会・理事会および部会において必要と認めた事項 

                               

                                    

 （役員会及び理事会） 

第 ７条 役員会は、会長が招集し、必要に応じて開くことができる。 

      ２、  理事会は、会長が招集し、会長・副会長・事務局長・事務局次長・会計及び、     

理事を以て構成し、会の業務を掌理する 

 

（部 会） 

第 ８条 １、この会に、必要に応じ部会を置くことができる。 

      ２、部会に、部会長および副部会長を置くことができる。 

      ３、部会長・副部会長は、部会員のなかから互選する。 

      ４、部会は、部会長が招集する。 

 

（議  長）    

第 ９条  １、総会の議長は、その都度会員のなかから会長が指名する 

        ２、理事会の議長は、会長が指名する 

         ３、部会の議長は、部会長とする 

       



（議  決） 

第１０条 別に定める場合のほか、総会は、出席会員の過半数で議決し、理事会は、 

    構成員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数の賛同を得て議決する。            

  

 （議決の委任） 

第１１条 理事は、やむを得ない理由のため会議等に出席できないときは議案等に 

    ついて文章をもって議決し、または代理人に議決を委任することができる。          

          

 

第 ４ 章  役員および事務局 

 （役 員） 

第１２条 １、 この会に、次の役員を置く 

          (１）会  長   １名 

          (２）副 会 長   ３名 

          (３）事務局長   １名 

          (４)  〃 次長   若干名 

          (５）会  計     １名 

          (６）理  事  若干名 

          (７）監  事     ２名 

   

       ２、 役員は、推薦委員会により選出、推薦され、総会にて承認を得る。 

     ３、 推薦委員会は、若干名の推薦委員により構成され、推薦委員長１名を置       く。 

            推薦委員長、推薦委員は、前会長の指名により理事の中より選出され、       

理事会の承認を得るものとする。 

（役員の任務）                

第１３条  １、  会長は、この会の業務を総理し、この会を代表する。 

        ２、 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を代行する。 

          ３、 事務局長は、会長の命を受け、本会の業務を処理する。     

          ４、  事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時はその職務を       

代行する。 

        ５、 会計は、この会の会計を行う。 

          ６、 理事は、規約第７条に定めるところにより、その職務を行う。 

      ７、  監事は、この会の会計および業務の執行を監査し、その結果を総会で報       



告する。 

 

（役員・部会長等の選任） 

第１４条 会長・副会長・事務局長・事務局次長・会計及び監査は、総会において選任し、        

部会長は各部会のうちから・理事は、各部会の代表をもって構成する。 

                                               

 （役員の任期） 

第１５条 役員の任期は、２年とし再任を妨げない。 

    ２、役員に欠員が生じた場合は、会長が委嘱する。 

    ３、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

    ４、役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行う。 

 

 （相談役）                     

第１６条 この会に、理事会の承認を得て相談役を置くことができる 

      ２、相談役は、本会の事業に関して必要に応じ会議に出席し、意見を述べることがで きる。 

  

（事務局） 

第１７条  この会の日常の業務を処理するため、事務局を元高野口地区公民（橋本市青少年育成市民会

議）に置く。 

  ２、事務局に事務局長と次長、及び事務局員を若干名置くことが出来る。 

                                                

 

第 ５ 章  会   計 

 （会計年度） 

第１８条  この会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

  

（経  費）     

第１９条 この会に要する経費は、・助成金・寄付金および、その他の収入を 

        もってあてる。 

              

   

 

 



第 ６ 章  規約の改正 

  

 （規約の改正） 

第２０条  この規約は、総会において出席者の３分２以上の同意を得て改正することができる。  

 

 第 ７ 章  補     則 

第２１条 この規約の執行について必要な細則は、理事会が定める。 

  （執行期日） 

 

第２２条 この規約は、平成７年６月２４日から施行する。 

 

    付 則 

     １．この規約は、平成８年６月２４日から改正施行する。 

     ２．この規約は、平成１８年６月１０日から一部改正施行する。 

     ３．この規約は、平成２０年６月１４日から一部改正施行する。 

   ４．この規約は、平成２１年６月１２日から一部改正施行する。 

   ５．この規約は、平成２６年６月２８日から一部改正施行する。 

     ６、この規約は、令和元年６月１４日から一部改正施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和３年度高野口町青少年健全育成会総会 表決結果 

令和３年度総会につきまして、今年度も新型コロナウイルスの感染防止の観

点から、書面表決（書面審議）の形とさせて頂きました。つきましては、会

員の皆さま書面表決にご協力をいただきましてありがとうございました。令

和３年６月１６日（水）を締切としてご提出いただきました書面表決につい

て、結果を下記のとおり報告します。 

              記 

会員総数８３名中、６８名にご提出いただきましたので、総会成立条件であ

る賛成が過半数を越えているため、令和３年度の各議案は全て可決されまし

た。 

議案第１号 令和２年度 事業報告について 賛成６８ 反対０ 

議案第２号 令和２年度 収支決算報告について

  

賛成６８ 反対０ 

議案第３号 令和３年度 事業計画（案）について 賛成６８ 反対０ 

議案第４号 令和３年度 収支予算（案）について 賛成６８ 反対０ 

議案第５号 令和３年４年度役員及び部会長について 賛成６８ 反対０ 

 

 

     問合せ先  高野口町青少年健全育成会 電話 42-3001 

     事務局長  前 田 泰 久 

 

 

 


